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議会運営委員会 

 

平成３１年３月２８日（木曜日）午前１０時０１分 開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 吉 成 伸 一  副 委 員 長 相 馬   剛  

委 員 森 本 彰 伸  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 齋 藤 寿 一  委 員 中 村 芳 隆  

    

欠席委員（２名） 

委 員 大 野 恭 男  委 員 鈴 木 伸 彦  

 

オブザーバー（２名） 

議 長 君 島 一 郎  副 議 長 山 本 はるひ  

 

 

出席議会事務局職員 

議会事務局長 石 塚 昌 章 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事課長補佐兼 
庶 務 係 長 

田 野 恵 子 議事調査係長 関 根 達 弥 

議事課主査 室 井 良 文   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．協議事項 

    （１）関係例規の整備について 

    （２）取組実行計画の概要版について 

    （３）その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時０１分 

 

◎開会の宣告 

○吉成委員長 皆さん、おはようございます。 

  定時を過ぎましたので、本日の議会運営委員会

を開催したいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

  いよいよあすから統一選告示ということで、何

かと皆さんにおかれましてはお忙しい時期かと思

うのですが、どうしても議会運営委員会を開催し

て、皆さんの了承を得た中で進めなければいけな

い協議事項がございましたので、少し急な集まり

になってしまいましたが、その点はぜひともご了

承いただきたいと、そのように思います。 

  また、大野委員のほうから、本日欠席の旨の連

絡をいただいております。 

  それでは、これより議会運営委員会を開催させ

ていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○吉成委員長 それでは、最初に３の協議事項に入

ってまいります。 

  ⑴関係例規の整備について。 

  幾つか資料をお示しをさせていただいています

が、その中でごらんになっていただきたいのは、

那須塩原市議会公印規程、こちらの資料をごらん

ください。 

  それでは、事務局のほうから説明をお願いいた

します。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは、那須塩原市議会公

印規程の一部改正についての説明を、資料を使い

ましてご説明のほうをさせていただきます。 

  趣旨としましては、例規に長の役職の定めがあ

るにもかかわらず、公印の規程のないものについ

て追加するものでございます。 

  現在の那須塩原市議会の公印規程をつけてござ

いますので、そちらをごらんいただければと思い

ます。 

  那須塩原市議公印規程というのが皆様のお手元

にありますでしょうか。次が公印についてだと思

います。一番最後ですね、申しわけありません、

はい。 

  この別表、１番、ちょうど真ん中にあります別

表を見ていただきますと、議長印から始まりまし

て、事務局の印までございますが、議長の印がな

かったり、会議規則第166条別表に定める、例え

ば議会だより編集委員会の委員長の印がなかった

り、それから副委員長の印もない、そのような現

状となってございます。 

  それを受けまして、２番の改正の概要にありま

すとおり、例規、委員長の役職がある者について

のうち、別表に公印の規程がないもの。⑴の副議

長の印から始まりまして、⑽の副本部長の印まで、

こちらについてを追加したい、そのように考えて

ございます。 

  なお、各個々の委員長の印が想定しているもの

は会議規則第166条別表に定める議会だよりでし

たり、議会報告にての委員長の印。それから、７

番の会長の印につきましては、政治倫理審査会で

の会長の印、それから９番の本部長の印につきま

しては、災害対策本部設置要綱に定めます本部長

の印を想定しているものでございます。 

  改正のスケジュールにつきましては、本日の議

運のほうで了承を得ていただきました後、議員の
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皆様にメールでご連絡し、４月18日の全協で報告

したい、そのように考えております。 

  なお、こちらの改正につきましては、一番下、

波線で表示してありますとおり、議会の先例・事

例集によれば、議会の規則・規程の改正と改廃は、

議会運営委員会及び議員全員協議会において了承

を得て議長が定めるものになっておりますが、議

長さんがいる中で大変失礼な言い方ですが、議長

さんにも事故があるとき、不在になったとき、例

えばですけれども、そのときには副議長が職務を

代理することになりますので、緊急に対応する必

要があるということから、先例によらず、議会運

営委員会の了承を得た後、議員の皆様にお知らせ

をする形で了承をとって制定というような形に持

っていきたい、そのように考えている次第でござ

います。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  ただいま、公印規程の一部改正について説明を

いただきました。 

  皆さんのほうから何かございますか。 

  本来であれば、この公印については、もっと早

目にですね、そろえておかなければいけなかった

部分ではあるんだと思うんですね。今回、皆さん

もご存知のような事情がありますので、それを契

機に足りない部分が幾つかありましたので、この

ような改正を行って、その十分補充してという内

容になっています。 

  何かございますか。 

  印鑑の大きさはどのぐらいとか、そんな…… 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 係長。 

○関根議事調査係長 １点だけ補足説明させていた

だければと思います。 

  実は、公印規程に定めがないだけではなくて、

実際に物として現在なかったというようなところ

の実情でございまして、一部の公印につきまして

は、一部早急に発注して、納品がされたところで

すが、残りのものについて年度内に完了しないと

いうことなので、31年度に発注を送っております

ので、決算時には30年度にも公印の一部が備品購

入費として出てくると。31年度決算にも備品購入

費として公印が出てくる、そのようになっており

ますのでご了解いただければと思います。 

  説明は以上です。 

○吉成委員長 ちなみに、幾らぐらいするんですか。 

  係長。 

○関根議事調査係長 １つ6,000円程度でございま

す。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 それでは、あれですか、公印規程の

一部改正については、ただいまの説明どおりでよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 本来であれば、先ほど説明あったと

おり、ここの議運で決めて、４月に開催予定とさ

れております全協の中で皆さんにお諮りをして、

最終確認をとるというのが本来の手続なんですが、

それがどうしてもできないということですので、

この場の決定とさせていただいて、あとは各議員

の方々にはきょうじゅうにメールで流すという形

を、先ほど説明のとおりとらさせていただきます

ので、その点もご了承願いたいと思います。 

  続きまして、先例・事例集の一部改正、こちら

も皆さんのお手元に資料を提示をさせていただい

ております。それらをごらんください。 

  では、これについても係長お願いします。 

○関根議事調査係長 それではお手元に配りました

資料のタイトルは、改元に伴う定例会、委員会の

呼称についてというふうな資料でございます。 
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  これは前回の議運でも出た件となりますけれど

も、本年５月１日に元号が改められることによる、

定例会、臨時会の具体的な呼称ということで、議

会の招集は１月から12月の間に条例で定める回数

招集されることから、改元に関係なく第２回とす

るということで了承いただいたかと思います。 

  具体的に申し上げますと、５月15日予定の臨時

会については、新元号間で第２回臨時会とするこ

とになります。なお、議案等の番号につきまして

も第１回からの１年間をそのような取り扱いにな

ろうかと思っております。 

  その中でも元号に関して、先例・事例集の中に、

波線の中に書いてありますとおり、議会の呼称に

つきまして、１番に定められまして、「議会の呼

称は」というようなところでいって「平成○○年」

というふうな形になってございます。これにつき

まして、改元がございますので、「平成○○年」

ではなく、新元号という形に改正したいというも

のが内容でございます。 

  具体的に申し上げますと、後ろのページをお開

きいただければと思います。 

  すみません、見出しが議会の称呼となっており

ますが、先例・事例集上は議会の呼称が正しくな

っております。大変申しわけございません。 

  この議会の呼称につきまして、先ほど申し上げ

た現在「平成○○年」となっているところにつき

まして、「新元号○○年」というふうにすること

で、今後の元号改正に対応した先例・事例集にな

るというふうなものが今回の改正の趣旨でござい

ます。 

  説明は以上でございます。 

  大変申しわけありません。今後のスケジュール

ですね、これにつきましては議論の余地がござい

ませんので、本日の議会運営委員会で決めていた

だいた後、執行部のほうにも５月臨時会の準備が

ございますのでお知らせしますとともに、４月18

日の議員全員協議会で報告というふうな形にさせ

てもらえればと思ってございます。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 呼称についての説明をいただきまし

た。 

  前回の３月13日の議運の中でもお示しをして、

皆さんにご了解いただいたところであります。そ

れを先例・事例集の新旧対照表にありますように、

このような形で改正をするということです。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 このような形をとらさせていただき

ますので、お願いいたします。 

  それでは、続きまして、例規審査会が、総務部

のほうの例規審査会が３月26日に開催をされまし

た。 

  前回、皆さんにも改めて文書質問等、それから

会議規則、だより、報告会、基本条例、そして政

務活動費等々説明をさせていただきましたが、そ

れらの審査が通過をいたしましたので、それに関

する説明、報告をお願いをします。 

  係長。 

○関根議事調査係長 今、委員長からありましたと

おり、きのう、おととい、総務部の例規審査会が

ありまして、基本的には内容に変更なく通過した

というふうなところが結果報告でございます。 

  ただし、幾つか技術的なポイントについて指摘、

修正の要請がございましたので、それを簡単に説

明させていただきます。 

  内容につきましては、ホワイトボードにちょっ

と代表的な事例を書かさせていただいたのですが、

どんな指摘、修正をされていたかといいますと、

文書質問に関する規程では、第３条第４項に「質

問書が適当」という文面が出てまいります。第３
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条の第４項、「議長は質問する内容が適当である

と認めたときは」とあるんですが、その前の第３

項の中で、「議長は内容を審査の上」という文言

があるので、内容を審査して適当であるかどうか

を判断するのだから、質問する内容が適当かどう

かというような書き方のほうがより適切ではない

かというような指摘を受けましたので、そのとお

り修正をするものでございます。 

  それと、②番として、会議規則です。ちょっと

大分開いていただかなくちゃならないんですが、

会議規則の１番の会則、総則というようなことで

お開きいただけますでしょうか。４枚ぐらいめく

らなくちゃならないのでご面倒かと思いますが。 

  内容としましては、第23条などということなん

ですが、本改正の本題は題名の編集委員会と報告

委員会を削除するというところが本体だったんで

すが、ほかの修正をするところの中で審査があり

まして、私どもから出したとき、つまりは前回皆

様にお示ししたときには、やりたいことというの

はこの「議会が終わる」というのが文言があると

ころの「終わる」の送り仮名ですね、表示にあり

ますとおり、「議会が終る」という２文字で「終

わるを」表現していたところに、「終る」の２文

字の間に「わ」を加えるというふうな修正の手法

をとったところ、審査会の中では、一般には、そ

の那須塩原市での話になりますが、那須塩原市の

場合はそちらの丸に書いてありますとおり、「終」

の次に「わ」を加えるのではなくて、「終る」を

「終わる」に改めるという書き方のほうが通常だ

というふうなご指摘をいただきまして、そのよう

に直した、このような技術的な修正が幾つかあり

ますものですから、代表的な事例だけご紹介させ

ていただいて、結果報告とさせていただければと

思います。 

  説明は以上でございます。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  今、説明いただいたとおり、まあ我々からする

と同じじゃないというような、そういう正直なと

ころはあるんですけれども、やはり例規審査会、

厳正にされて、そこで議論されてこうなったとい

うことですので、ご了解していただきたいと思い

ます。 

  そのほかにも、前回お示しをしましたように、

平仮名が漢字に、そういったのも幾つもございま

すので、そこは変わらないということであります。 

  この点について、皆さんから。 

  係長。 

○関根議事調査係長 すみません、１点だけすみま

せん、ご確認させてください。 

  きょう、お認めいただきました後、前回もお示

ししましたが、４月18日の全員協議会確認のもの

と、５月23日の議員全員協議会確認のものと、も

のによってタイミングが違ってまいりますので、

その点だけご了解いただければと思ってございま

す。 

○吉成委員長 全協で了承を得ればそれでいいもの

と、そうじゃないものとありますので、それを分

けるということです。 

  皆さんのほうから何かございますか。よろしい

ですか。 

〔「１点だけいいですか、すみません」と

言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、副委員長。 

○相馬副委員長 平仮名を漢字にしたりとかという

のはわかるんですが、第10条の第４項中のこれだ

けちょっと説明してもらう、第10条の第４項も見

ているのですが、ちょっとこれを削る、これを削

る理由等あれば説明して……。 

○吉成委員長 係長。 

○関根議事調査係長 例規につきましては、条文、
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他からの条文を参照するときに、何々法第何条と

か、そういった形で参照します。私どもの会議規

則については、大変ある意味親切なことに、条文

の後に見出しを書いていたんですね。本来見出し

はつけませんので、正しい形に直したというふう

なところが実情でございます。 

○相馬副委員長 わかりました。 

○吉成委員長 みんな見出しがついていたんですよ

ね。それをだから。 

○関根議事調査係長 大変親切な…… 

○吉成委員長 通常の表現の仕方にしたということ

ですね。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑴、関係例規の整備につ

いては以上といたします。 

  ⑵の取組実行計画書の概要版についてを議題と

いたします。 

  皆さんのお手元に、今回、概要版つくらさせて

いただきました。そちらをごらんください。 

  じゃ、これについても。 

  係長。 

○関根議事調査係長 それでは前回、委員長のほう

からお話がありました取組実行計画の概要版につ

いてご説明いたします。 

  今回、取組実行計画のプロモーションをこちら

にありますとおり、「議会の見える化」「開かれ

た議会」「議会改革」というふうにしましたので、

それに沿った形で正副委員長のほうから５つの重

点項目といったようなことをご提示いただいた次

第でございます。 

  内容につきましてはこちらにあるとおり、先ほ

どの３つの大きな基本方針をもとに、１つは、議

会報告会と広報広聴、２番目として、政務活動費

の透明化、３番として、請願・陳情の意見聴取、

４番として、政策の立案・提言、５番目として、

議会改革というふうにしました。 

  この順番につきましては、取組実行計画にあり

ます順番としてございます。 

  右側の、例えば１番の議会報告会で言いますと、

３つ具体的な取り組みを書かさせていただきまし

た。これにつきましては取組実行計画のほうを読

みやすいように変更しましたところと、各項目３

行ぐらいに抑えたいというふうなことで、見やす

さというふうなところに配慮しまして、取組実行

計画のほうも若干表現を変えたようなところもご

ざいますが、このような形で見やすいものにした

い、そのような思いでつくっていった次第でござ

います。 

  後ろのページを開いていただきますと、取組実

行計画の基本的な事項ということで、趣旨、期間、

それから議会活動マネジメントサイクルについて

表示をしたところでございます。 

  簡単ですが、説明は以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございました。 

  議会最終日発議として、那須塩原市議会取組実

行計画、皆さんの賛同を得て、可決をいただいた

わけですね。 

  お手元に持っている方もいらっしゃると思いま

すが、これに関して言うと、11ページの構成に全

体でなっている。それらをよりわかりやすくとい

うことで、表裏の２ページ仕立てにいたしました。 

  皆さんのほうから何かこれらについてご意見ご

ざいますか。 

  副委員長。 

○相馬副委員長 基本方針のところのかぎ括弧の中、

「議会の見える化」、それから「開かれた議会」、
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「議会改革」、それからもう一つ、23項目という

この４点が方針のポイントなんだろうと思うんだ

けれども、ここの同じこの楷書体でずっと並んで

おりますが、ここの部分に、その４点の部分だけ

何というんでしょうか、ゴシック体というんです

か、この四角い文字にかえるとかということは可

能なんでしょうか。ちょっとかえたほうが見やす

いのかなと思ったんですけれども。 

  係長。 

○関根議事調査係長 技術的には当然可能でござい

ます。 

○相馬副委員長 いかがでしょうか。 

○吉成委員長 今、副委員長のほうからそのような

提案がありました。実際に、議会最終日でその実

行計画、これについて発議をした際に、提案理由

の説明を、私させていただいたんですが、その冒

頭、今、副委員長のほうからあったように、この

「議会の見える化」、「開かれた議会」、そして

「議会改革」、これらについて議会として取り組

んできたというのを最初に、提案理由の説明の中

に入れさせていただきましたので、これ本当に大

きな３つのポイントにはなっているのは事実です。

だとは思います。その見ばえであったり、バラン

スであったり、それから全体的なものでしょうね。

いかがですかね。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 今、副委員長のほうから提案のあっ

たのは、かぎ括弧の３つと、それから「23項目の

活動」というこの部分ですね。じゃ、これを少し

強調するということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 どうですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 これがホームページにアップされま

すので。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような変更を加えさせて

いただきます。 

  そのほかにこの概要版についてございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 ございませんか。 

  じゃ、そのような扱いとさせていただきます。 

  続きまして、⑶その他のほうに移ってまいりた

いと思います。 

  平成30年度の議会当初予算で、議場等のＷｉ－

Ｆｉの整備についての予算があったわけですが、

なかなか執行されずにいたんですけれども、よう

やくＷｉ－Ｆｉが使えるようになりました。それ

らについて説明をいただきたいと思います。 

  係長。 

○関根議事調査係長 まず冒頭、Ｗｉ－Ｆｉの環境

整備につきましては、議会費ではなくて、２款の

総務費のほうにシティープロモーション課の事業

として組まれていますことをご報告申し上げます。 

○吉成委員長 すみません、今回、違いましたね。 

○関根議事調査係長 資料としては、議会からのＷ

ｉ－Ｆｉ利用等についてに基づいてご説明させて

いただきます。 

  先ほど申し上げました、シティープロモーショ

ン課によるＷｉ－Ｆｉ化工事のほうが先日終わり

まして、この部屋で言いますと、あそこの天井の

光っているもの、あれがついたところでございま

す。アクセスポイントということなので、あそこ

から電波が飛んでいるというようなことだそうで

ございます。 

  今、申し上げたとおり、各室ではありませんが、

２階フロア全体に届くように７カ所アクセスポイ

ントが整備されまして、フロアのＷｉ－Ｆｉ化が
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整備されたところでございます。 

  つきましては、皆様のお手元のタブレットであ

るとかスマホのほうに、電波のほうが、Ｗｉ－Ｆ

ｉが飛んでいるかと思います。 

  その設定につきまして、お知らせするのが１番

ポイントでございまして、ネットワーク名として

は、那須塩原議会というふうなネットワークが皆

さんのお手元に届いているかと思います。 

  接続するためのパスワードとしましては、こち

らにありますとおり、○○○○○○○○というこ

とで、○○○○○じゃなくて○にしてあります。

というのは、安全性を考慮してこのようにしたほ

うがいいよというようなアドバイスを設置した業

者さんから受けましたものですから、○○○○○

としないで○○○○○としたところでございます。 

〔「いや、８にしてくれと」言う人あり〕 

○関根議事調査係長 ２番の利用できる範囲としま

しては、使っていただく端末は皆様お手元の個人

の端末というふうな現状でございますが、公益性

に従うＷｉ－Ｆｉの利用ということになりますの

で、原則として那須塩原市議会タブレット端末使

用基準と同様の使用範囲と考えてございます。 

  具体的に申し上げれば、本会議、各委員会等々

の会議、それから政務活動、そんなところになっ

てこようかと思います。 

  ここに「原則として」と書きましたのは、当然

Ｗｉ－Ｆｉを使用していれば、ラインが入ったり、

ＳＮＳが入ったりということで、意図しなくても

Ｗｉ－Ｆｉ環境を使うことになろうかと思います。

厳密に考えれば、その政務活動だったり、議会、

本会議のときだけそのＷｉ－Ｆｉにつなぐという

ことも考えられますが、通常の利用からいけばな

かなか不合理な話になりますので、原則としてこ

の使用基準に基づいていただいたほか、やむを得

ないものはご利用いただくことでよろしいのかな

というふうなことでございます。 

  ただし、ユーチューブで議会活動と関係ないも

のを見るとか、そういったことはなさらないよう

お願いしたいところでございますが、最終的には

議員の皆様の良識というふうなところに委ねざる

を得ないのかな、そんなふうに考えているところ

でございます。 

  次に、３番として、留意事項を３つ掲げさせて

いただきました。 

  １番については、当たり前ですが、パスワード

を他人に教えたり、公開しないでくださいよとい

うようなところ。 

  そして、２番のところについては、違法サイト

や海賊版サイトから、安全性が不明なものをダウ

ンロードしないことというふうなことでございま

す。 

  こちらにつきましては、当初、各個人のスマホ、

タブレットでございますので、個人の責任でとい

うふうに考えていましたが、実は、このＷｉ－Ｆ

ｉ環境を整備する業者さん、各方面のＷｉ－Ｆｉ

整備、公共施設やっているそうなんですが、ちょ

っと注意点として、各個人のスマホ、タブレット

にダウンロードされた場合であっても、その影響

がＷｉ－Ｆｉの機器そのものに影響するウイルス

があって、那須塩原議会を攻撃する、あるいは何

かしらの意図を持ってする人がいるかどうかはわ

かりませんが、Ｗｉ－Ｆｉそのものを乗っ取られ

るようなケースがあるんだそうです。具体的に申

し上げますと、ルーターというところに入って設

定を切りかえたり、記録を読み取ったりすること

ができるウイルスがあるよというようなことでご

ざいましたので、個人のスマホ、タブレットでは

ありますが、そういったもののダウンロードはお

控えいただくようお願いしたい、そんなところが

２番の内容でございます。 
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  ３番としまして、ここが注意点ということなん

ですが、先ほど申し上げたとおり、複数のアクセ

スポイントを整備した中で、例えば廊下の真ん中、

中央あたりを歩いたり、議場のちょうど真ん中に

行くと、複数のアクセスポイントからちょうど電

波が同じところに立っちゃった場合、スマホやタ

ブレットがどっちのＷｉ－Ｆｉ、アクセスポイン

トにアクセスしていいのかわからなくなって、つ

ながりにくくなるケースがあるそうでございます。

それで、その際には変な話、廊下は少しどっちか

のほうへ行くとか、両方どっちかに何とかすれば

すぐに解消していくそうなので、お気をつけいた

だければというのが３番の内容でございます。 

  説明は以上でございます。 

○吉成委員長 議会フロアのＷｉ－Ｆｉの利用につ

いて等の説明をいただきました。 

  みなさんのほうからございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 利用範囲ということで２番にありま

すけれども、これ、先ほど説明いただいたように、

原則としてとしております。これまでタブレット

端末の使用基準つくったわけですけれども、それ

を踏襲した形で範囲は利用しましょうということ

になっています。ただ、説明にあったように、ど

うしてもラインを中心としたＳＮＳ等は当然入っ

てきますので、それらも開くなというわけにもい

きませんので、そういうところはもう自己判断し

かないんだと思います。 

  それと、３の留意点の⑵ですね、これは先ほど

の説明のとおり、業者の方からのアドバイスとい

うことですので、ここはある程度本当に徹底して

おかないと、みんなに迷惑がかかってしまうとい

うことですので、これらについても全議員が把握

をしていただきたいなというように思います。 

  いかがでしょうか。このような形でよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形で今後お示しを

させていただきたいと思います。 

  それから、そのほかということで私のほうから

１点あるんですが、この３月議会において、委員

会において、計画の修正が行われた案件が１件ご

ざいました。 

  これまでにも本会議における動議、修正動議等

が出されてきました。ただ、現実的にはそれが了

承されて修正された予算であったりということは

なかったわけですけれども、現実的にはそれらの

明確なルールは実はつくられていないというのが

現状なわけですね。その都度、その都度、参考図

書等を見ながら進めてきているというのが現状な

わけです。 

  ですから、どこかでやはりある程度の規定はつ

くっておいたほうが、この後等考えると、備えあ

れば憂いなしですからいいのかなと思うんですね。

そういった観点で一番早い方法としてはやはり、

先例・事例集にうたうということだと思うんです。

先例・事例であれば、議員全員協議会の場で了承

いただければ、そのまま追加することが可能です

ので、それも含めて。 

  それから、議員間討議に関しても、ある程度ル

ール的なものはありますけれども、これも今回の

基本条例の検証の中でもありましたけれども、明

確にはまだまだなっていない部分がありますので、

それらも基準、規則等にするのか、それとも先

例・事例の中で入れていくか、今後、それらの、

言うなれば規定もつくっていきたいなと思うんで

すね。 

  ですから幾つか、そのほかにも先例・事例集を

見直す項目というのが、実際に中をのぞいて見る

とたくさんあると思いますので、それらを含めて
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次回の議運になるかもしれませんが、まあできる

範囲で、この任期中にも幾つか見直し等は行いな

がらお示しをして決めていきたいと思いますので、

その点、皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そのような形で先例・事例集

等の見直しをさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、皆さんのほうからその他ございます

か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

  事務局のほうから何か。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○吉成委員長 それでは、大きな４のその他で皆さ

んからありますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○吉成委員長 それでは、大変お忙しい中お集まり

をいただきました。 

  短時間のうちに協議を済ませることができまし

た。大変にありがとうございました。 

  以上をもちまして、議会運営委員会を終了させ

ていただきます。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時３３分 


